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高
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急
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者
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鳴
り
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０
２
４
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報
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ぶ
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病
棟
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診
療
報
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険
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療
協
議
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中
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協
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さ
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23
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高
齢
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急
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受
け

皿
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と
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さ
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中
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協
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介
護
報
酬
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る
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保
障
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審
議
会

介
護
給
付
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科
会
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３
〜
５
月
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れ
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高
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般
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で
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炎
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路
感

染
症
に
対
す
る
入
院
医
療
を
急
性
期
一

般
病
棟
が
担
っ
て
い
る
実
態
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
医
療
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介
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と
い
っ
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急
性
期
病
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け
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齢
患
者
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の
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と
し
て
リ
ハ
ビ
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テ
ー
シ
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ン

や
栄
養
管
理
、
口
腔
ケ
ア
と
い
っ
た
患

者
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
な
ど
主
疾
患
以
外
に
対
応

す
る
体
制
が
不
十
分
で
、
退
院
、
あ
る

い
は
在
宅
復
帰
が
遅
れ
る
、
さ
ら
に
は
、

入
院
前
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べ
て
Ａ
Ｄ
Ｌ
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と
い
っ
た
課
題
も
あ
っ
た
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そ
こ
で
、
主
な
担
い
手
と
み
ら
れ
て

い
た
の
が
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
だ
が
、

中
医
協
な
ど
の
議
論
の
な
か
で
診
療
側

か
ら「
13
対
１
の
看
護
体
制
で
は
対
応
で

き
な
い
」と
い
う
意
見
が
相
次
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だ
。
実

際
、
13
対
１
病
棟
で
の
夜
間
体
制
は
看

護
師
２
人
が
一
般
的
で
、
こ
れ
に
救
急

搬
送
〜
患
者
受
け
入
れ
と
な
る
と
、
高

齢
者
に
多
く
生
じ
る
せ
ん
妄
な
ど
へ
の

配
慮
も
求
め
ら
れ
、
看
護
師
１
人
が
そ

の
患
者
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

そ
う
な
る
と
、
１
病
棟
を
１
人
の
看
護

師
で
カ
バ
ー
す
る
態
勢
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
。
加
配
に
対
す
る
加
算
も
設
け
ら

れ
、「
実
質
的
に
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
は

10
対
１
体
制
で
は
な
い
か
」と
い
っ
た
見

方
も
あ
る
が
、
や
は
り
、
現
場
の
不
安

感
は
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

2024年度診療報酬改定における目玉の一つに、10年ぶりの新たな入院料として誕生した「地域包括
医療病棟」がある。高齢者に求められる急性期医療に沿ったかたちで施設基準、算定要件が設定さ
れ、注目されているが、６月の施行を過ぎても申し出状況は芳しくないようだ。実際、病院団体がアン
ケート調査を実施したところ、申し出を予定している病院は５％程度にとどまっている。申し出るには
要件が厳しすぎるといった声が目立つが、どこに問題があるのか。アンケート調査や病院関係者の声
をもとにレポートする。
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出典：厚生労働省「令和６年度診療報酬改定の概要【入院Ⅰ（地域包括医療病棟）】」

地域包括医療病棟の算定要件と施設基準

地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、
在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する。

（新） 地域包括医療病棟入院料（１日につき） 3,050点

［算定要件］

［施設基準］（抜粋）
（１）看護職員が10:1以上配置されていること。
（２）当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が２名以上、専任の常勤の管理栄養士が１名以上配置されていること。
（３）入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。（病室6.4㎡/１人 以上、廊下幅1.8m以上が望ましい 等）
（４）当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。

（ＡＤＬが入院時と比較して低下した患者の割合が５％未満であること 等）
（５）一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を用いて評価し、延べ患者数のうち「A３点以上、A２点以上かつB３点以上、又はC１点以上」に

該当する割合が16% 以上（必要度Ⅰの場合）又は15% 以上（必要度Ⅱの場合）であるとともに、入棟患者のうち入院初日に「B３点以上」に該
当する割合が50% 以上であること。

（６）当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日以内であること。
（７）当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が８割以上であること。
（８）当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が５％未満であること。
（９）当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関で救急患者連携搬送料を算定し当該

他の保険医療機関から搬送された患者の割合が１割５分以上であること。
（10）地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。

（２次救急医療機関又は救急告示病院であること、常時、必要な検査、ＣＴ撮影、ＭＲＩ撮影を行う体制にあること 等）
（11）データ提出加算及び入退院支援加算１に係る届出を行っている保険医療機関であること。
（12）特定機能病院以外の病院であること。（13）急性期充実体制加算及び専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。
（14）脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数
を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号Ａ１００に掲げる一般
病棟入院基本料の地域一般入院料３の例により、算定する。

救急患者を受
け入れる体制
を整備

一定の医療資源を
投入し、急性期を
速やかに離脱

退院に向けた支援
適切な意思決定支援

早期の在宅復帰
在宅医療、介護との連携

早期の退院に
向け、リハビリ、
栄養管理等を
提供

包括的に提供
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